
  

緊急時の連絡体制  

平成 29年 4月 1日 

 

 重大交通事故、異常気象、地震、崩落災害及びバスジャック等運行上に異常状

態が発生した場合は、下記連絡体制図に基づき速やかに関係箇所（機関）に報告

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※印は（1）交通障害が半日以上続くと予想される場合。 

      （2）極めて多くの利用者に影響を与えると見込まれる場合のみ報告する。 

北海道運輸局 

札幌運輸支局 

※北海道 

※札幌市 

北海道バス協会 

本社関係役員 

 

総 務 部 

 

※ 同 業 他 社 

※ 社内関係箇所 

営業所 

傍 系 

バス事業者 

※  ＴＶ報道機関 

※ ラジオ報道機関 

※  新聞報道機関 

※  航 空 会 社 

バス停留所、待合所 

バスターミナル等に 

運行中止案内掲出 

 

道路管理者 

消 防 119番 

事業部 本 社 

運輸部 

乗務員 

警 察 

110番 

対策本部

の設置 

○広報・連絡班 

○情報収集班 

○乗客･家族対策班 

○関係機関対策班 

＜行政関係＞ 

＜車両関係＞ 

○現地対策班 

 

北海道中央バス株式会社 


